
令和5年4月現在

1割負担 2割負担 1割負担 2割負担 1割負担 2割負担 1割負担 2割負担 1割負担 2割負担
利用者負担分
（介護保険対象）

¥599 ¥1,198 ¥670 ¥1,340 ¥744 ¥1,488 ¥816 ¥1,631 ¥886 ¥1,771

食　費 ¥1,600 ¥1,600 ¥1,600 ¥1,600 ¥1,600 ¥1,600 ¥1,600 ¥1,600 ¥1,600 ¥1,600

居　住　費 ¥855 ¥855 ¥855 ¥855 ¥855 ¥855 ¥855 ¥855 ¥855 ¥855

１日あたりの費用 ¥3,054 ¥3,653 ¥3,125 ¥3,795 ¥3,199 ¥3,943 ¥3,271 ¥4,086 ¥3,341 ¥4,226

１ヶ月（３０日）の費用 ¥96,488 ¥119,327 ¥98,889 ¥124,128 ¥101,395 ¥129,139 ¥103,794 ¥133,938 ¥106,161 ¥138,672

※①は１割負担、②は２割負担の費用になります。

そ 初期加算

の 入院外泊加算

他 療養食加算

の 看取り介護加算（Ⅰ）

加 看取り介護加算（Ⅱ）

看取り介護加算（Ⅲ）

算 看取り介護加算（Ⅳ）

事務手続き料

複写物の交付

理美容サービス

電気機器類持ち込み利用代

特別養護老人ホーム真盛園　　料金表

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

＊　 この料金は国が定めた地域区分（大津市５級地　　１単位＝１０．４５）で計算されています。

＊   利用者の負担割合は『負担割合証』に記載された割合となります。

＊　利用料負担の１ヶ月（30日）の費用の中には、下記の費用が含まれます。

　　　日常生活継続支援加算（①38円・②76円/日）、看護体制加算（Ⅰ）（①5円・②9円/日）

　　　看護体制加算（Ⅱ）（①9円・②17円/日）、夜勤職員配置加算（①14円・②27円/日）

　　　精神科医療養加算（①6円・②11円/日）、生活機能向上連携加算（①209円・②418円/月）

　　　介護職員処遇改善加算Ⅰ（一月の合計単位に８．３％を乗じた単位数）の各単位が加算されています。

　　　介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（一月の合計単位に２．７％を乗じた単位数）の各単位が加算されています。

　　　介護職員等ベースアップ等支援加算（一月の合計単位に１．６％を乗じた単位数）の各単位が加算されています。

＊　食費、居住費については「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は減額になります。

３０単位／日 入居後又は退院後最初の３０日間に限り加算されます。

２４６単位／日 入院後６日間を限度として加算されます。（次月にかかる場合は最大１２日間）

６単位／１食 糖尿病食、腎臓病食、貧血食等の療養食を提供するときに加算されます。

７２単位／日 死亡日以前３１日以上４５日以下 家族の同意を得ながら

Ｆａｘ又はコピーする場合の費用

２，３５０円／回 毎月２回移動散髪によるサービスを利用して頂けます。（カットのみ）

１４４単位／日 死亡日以前４日以上３０日以下 看取り介護を実施した

６８０単位／日 前日及び前々日について加算 場合に加算されます。

　　　科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（①42・②84/月）

1，２00円／月 テレビ、オーディオ機器、パソコン等を持ち込み利用された場合

１，２８０単位／日 死亡日について加算

そ
の
他
の
料
金

1，000円／月 利用者、引受人の依頼に基づく購入に関する代行支払い及び代行費用

１０円／枚


